
６川老事協第２０号 

令和６年 6 月１８日 

施設長 様 

川崎市老人福祉施設事業協会 

副会長  金子 利昭 

令和６年度リモートじゃんけん大会実行委員会委員の募集について 

(お知らせ) 

時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃、協会事業に御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、事業協会では、リモートや動画の活用など新しい手法を積極的に導入

し事業の推進を図っておりますが、令和２年度からリモートの利点を活かした

対戦・交流イベントとして「リモートじゃんけん大会」を実施しているところで

ございます。 

昨年度は特に川崎市市制１００周年プレ事業として実施したところでござい

ますが、今年は昨年度に引き続き、市制１００周年記念事業として実施いたしま

す。 

つきましては、大会の企画・運営を担う「令和６年度リモートじゃんけん大会

実行委員会」の委員を募集いたしますので、是非、御参加くださいますよう、お

願いいたします。 

川崎市老人福祉施設事業協会 事務局 

電話 044-812-1231 FAX 044-812-2077 

Mail:info@kawasaki-roushikyo.org 

令和６年度第２回合同施設長会 資料１２
川崎市老人福祉施設事業協会
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令和６年度リモートじゃんけん大会実行委員会の委員について 

１ 名称 

令和６年度リモートじゃんけん大会実行委員 

２ 募集期限 

  令和６年７月３１日 まで 

３ 任期 

  就任の日から令和７年３月３１日まで 

４ 活動内容（想定） 

(１) 令和６年９月上旬まで

令和６年度リモートじゃんけん大会の企画

・企画会議 ２回程度(リモート又はハイブリッド)

(２) 令和６年１１月上旬

大会リハーサル当日(AM/PM 交代制)の本部運営

（司会・審判・機器の操作）

(３) 令和６年１１月中旬

リモートじゃんけん大会当日（予選・決勝戦 計３日程度・交

代制）の本部運営（司会・審判・機器の操作） 

(４) 令和６年１１月下旬以降

表彰式の対応
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川崎市老人福祉施設事業協会 

令和６年度リモートじゃんけん大会（素案） 

１ 趣旨 

感染リスクが低く、また、遠隔地との対戦も容易なリモートの利点を活かした対戦・

交流イベントとして、リモートじゃんけん大会を実施するもの 

昨年度のプレ事業に続き、今年度は川崎市市制 100 周年記念事業として実施 

２ 実行委員会 

  実施主体として実行委員会を設置する。 

３ 令和６年度における取組の方向性 

(１) ボランティアグループなど他団体との協働・コラボ

(２) 海外等遠隔地や他団体との交流

(３) その他１００周年に相応しい演出等の検討・実施

４ 概要 

(1) 施設で御用意いただく機器等

ア パソコン(タブレット)及びネット接続環境

・Webカメラ（パソコン(タブレット)の内蔵カメラ又は外付けWeb カメラ）

・マイク（パソコン(タブレット)の内蔵マイク又は外付けマイク）

イ 団扇（絵柄がグー・チョキ・パーの団扇：希望によりキットを無償で配付）

(2) 基本ルール

ア 対戦 ・「グー・チョキ・パー」の団扇から１枚を選び、審判の声に合わせて

「グー・チョキ・パー」の面を見せ合うことで勝敗を決する。 
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川崎市老人福祉施設事業協会 

・各チーム（施設）から５人出場し、1人ずつ、計５回対戦する。

・勝者の多いチームが勝となる。

・途中でチームの勝敗が決しても、最後まで５人全員が対戦する。

・予選では「あいこ」は引き分けとするが、５人目の選手の対戦終了

時に両チームの勝敗が同数の場合は、勝敗が決するまで繰り返し対戦

する。 

・決勝戦では「あいこ」は引き分けではなく、勝負が決まるまで同じ

選手が繰り返し対戦します。 

イ 予 選 ブロック分けを行い、各６チーム程度が対戦（トーナメント方式）

ウ 決 勝 各予選で勝ち上がったチームが対戦（トーナメント方式）

エ 交流試合 他団体等との交流試合では、通常の対戦形式とは異なる方式で行わ

れる場合があります。 

(3) 試合の流れ

ア Zoom の会議室の中にブレイクアウトルーム（小部屋）を２部屋（控室、闘技

場）用意し、対戦する２チームは闘技場に、他のチームは控室に入室。闘技場に

入室するのは、対戦する２チームと審判のみ

イ 試合の都度、対戦する２チームが控室から闘技場に移動し、試合後、控室に戻

る。

ウ 控室室には、試合の映像・音声を配信。

エ また、試合の映像・音声は、御家族をはじめ、関係者の皆様に御視聴いただく

ため、限定ライブ配信を行います。

５ スケジュール（想定） 

  R6.7末まで 実行委員会委員の募集 

  R6.8上旬    第１回実行委員会（日程・実施要項の決定 ） 

R6.9中旬まで 参加施設の募集 

  R6.10 上旬  第２回実行委員会（ブロック割、進行案の詳細を決定） 

  R6.10 下旬  説明会及び抽選会（出場順・対戦相手の決定） 
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川崎市老人福祉施設事業協会 

  R6.11 上旬 リハーサル 

  R6.11 中旬  大会の開催 

※ 川崎市市制 100 周年公式ウェブサイト(レポート記事)へのリンク

https://kawasakicity100.jp/actions/actions-3631/ 

※ リモートじゃんけん大会の動画へのリンク

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfQm-0R9jc_Wuj8uiL03itKKEjxwVk8D 

※ 令和５年度大会 Web ページ へのリンク

https://www.kawasaki-roushikyo.org/remote_rps_tournament-2-2/ 
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６川老事協第２１号 

令和６年 6 月１９日 

施設長 様 

川崎市老人福祉施設事業協会 

副会長 金子 利昭 

令和６年度「暮らしの川柳」の募集について（お知らせ） 

時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃、協会事業に御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、次のとおり令和６年度「暮らしの川柳」を募集しますので、お知らせい

たします。 

今年は川崎市市制１００周年を迎えることから、例年のテーマ(テーマ１)に加

え、「川崎市市制１００周年記念」及び今年度実施される「全国都市緑化かわさ

きフェア」に因んだ企画テーマ(テーマ２)を設定し、作品を募集いたします 。 

また、皆様から御応募いただいた作品につきましては、テーマ毎に事業協会の

ホームページに掲載し、Web 投票により優秀作品を決定いたしますが、テーマ

１、テーマ 2 のいずれの作品についても、掲示及び Web 投票を川崎市市制１０

０周年記念事業として実施いたします。 

詳細は、別紙 募集要領を御覧ください。 

沢山の御応募をお待ちしております。 

１ テーマ 

(１) テーマ１(例年のテーマ)：高齢者やその御家族、施設等の現場で高齢者

と触れ合う職員らの何気ない日常の一コマ 

(２) テーマ２(企画テーマ)：花とみどり

※テーマ１、テーマ２ それぞれ、お１人様３作品まで御応募いただけます。

２ 対 象 事業協会会員施設の入居者又は利用者及びその御家族、施設職員、

ボランティア等 
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３ 締 切 令和６年９月３０日（月）まで（必着） 

４ 応募方法 応募用紙に作品及び必要事項を記入の上、郵送、FAX 又はメー

ルにて、事業協会事務局まで送付してください。

※ 令和５年度暮らしの川柳応募作品

テーマ１：何気ない日常 ⇒ https://www.kawasaki-roushikyo.org/theme1/

テーマ２：花とみどり ⇒ https://www.kawasaki-roushikyo.org/theme2/

川崎市老人福祉施設事業協会 事務局 

電話 044-812-1231 FAX 044-812-2077 

Mail: senryuu@kawasaki-roushikyo.org 
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川崎市老人福祉施設事業協会 

令和６年度「暮らしの川柳」募集要領 

主催：川崎市老人福祉施設事業協会 

後援：川崎市 

１ テーマ 

令和６年度は例年のテーマ（テーマ１）に加え、「川崎市市制１００周年」

及び今年度実施される「全国都市緑化かわさきフェア」に因んだ企画テーマ

（テーマ２）を設定し、作品を募集いたします。

また、テーマ１、テーマ 2 いずれの作品についても掲示及び Web 投票を川

崎市市制１００周年記念事業として実施する予定です。 

(１) テーマ１（例年のテーマ：何気ない日常）

高齢者やその御家族、施設等の現場で高齢者と触れ合う職員らの

何気ない日常の一コマ。例年のテーマですが「川崎市市制１００周

年記念事業」のアクションテーマのひとつである Action10「Well-

Being（健康福祉。コミュニティへの参加や憩いの場の創出）」の取

組につながるテーマです。 

(２) テーマ２（企画テーマ：花とみどり）

「川崎市市制１００周年記念事業」のアクションテーマ

Action01「グリーン・コミュニティ（みどりと人の多様で新しい関

係づくり）」及び全国都市緑化かわさきフェアに因み「花とみどり」

を企画テーマとします。 

２ 募集対象者 

  事業協会会員施設の入居者又は利用者及びその御家族、施設職員、ボランテ

ィア等 

３ 締切 

  令和６年９月３０日（月）まで 

４ 応募方法 

テーマ１、テーマ２それぞれ、お１人様３作品まで御応募いただけます。
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川崎市老人福祉施設事業協会 

  専用応募用紙※に作品及び必要事項を記入の上、郵送、FAX 又はメールにて、

事業協会事務局まで送付してください。 

※ 専用応募用紙：各施設に配布する PDFファイルを適宜、印刷して御利用ください。

  送付先 〒213-0001 

   川崎市高津区溝口１－６－１０ てくのかわさき３階 

川崎市老人福祉施設事業協会 事務局 (電話 044-812-1231)

FAX 044-812-2077 

Mail(専用メールアドレス) senryuu@kawasaki-roushikyo.org 

５ 事業協会ホームページへの掲載及び投票 

「川崎市市制１００周年記念事業」として実施します。

(１) 掲載及び投票の期間

令和６年 1０月上旬から令和７年１月 31 日まで〔予定〕

(２) 閲覧及び投票の方法

協会ホームページ（https://www.kawasaki-roushikyo.org）内にテーマ１、

テーマ２それぞれの専用ページを設け一般に公開しますので、誰もが作品を

閲覧し、投票することができます。 

各専用ページから１台の端末（パソコン、スマートフォン、タブレット等）

で１回ずつ、それぞれ３作品まで選んで投票することができます。選んだ作

品が１作品又は２作品の場合でも、１台の端末から投票できるのはページ毎

に１回限りです。 

なお、他者への誹謗中傷など作品の内容により、事務局の判断で掲載を控

えさせていただく場合があります。 

６ 優秀作品及び最優秀作品の決定並びに表彰 

テーマ毎に集計を行い、それぞれ投票数の多かった作品を優秀作品とし、作

者には記念品が授与されます。 

また、優秀作品のうち投票数の最も多かった作品（各テーマ１作品）は最優

秀作品とし、作者には川崎市長賞として賞状が授与されます。 
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川崎市老人福祉施設事業協会

令和６年度　暮らしの川柳　専用応募用紙

〇 テーマ（作品のテーマを選んでください。）
□ テーマ１：何気ない日常（例年のテーマです。）

□ テーマ２：花とみどり（川崎市市制100周年にちなんだテーマです。）

〇 応募作品（お１人様、３作品まで応募可能です。）

※ 楷書でお書きください。

〇 雅号（ペンネーム）

〇 作者本名＆年齢

〇 施設名

〇 応募関係
□施設入居者 □デイ利用者 □短期入所利用者

□その他サービス利用者 □御家族 □ボランティア

□職員 □その他（  ）

〇 応募方法（注：この応募用紙のみ受付いたします。）

　下記まで郵送、ＦＡＸ又はメールにて送付してください。（９月３０日必着）

送付先：川崎市老人福祉施設事業協会　川柳　係
〒213-0001　川崎市高津区溝口１－６－１０　てくのかわさき３階

電話 044-812-1231 FAX 044-812-2077

Mail  senryuu@kawasaki-roushikyo.org

歳
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